
 

 

東

京

都

青

少

年

の

医

療

費

の

助

成

に

関

す

る

条

例

（

案

） 
（

目

的

） 

第

一

条 
こ

の

条

例

は

、

東

京

都

及

び

東

京

都

内

の

区

域

に

存

す

る

区

市

町

村

（

以

下

「

区

市

町

村

」

と

い

う

。
）

が

一

体

と

な

っ

て

、

青

少

年

に

係

る

医

療

費

の

一

部

を

助

成

す

る

こ

と

に

よ

り

、

青

少

年

の

保

健

の

向

上

と

健

や

か

な

育

成

を

図

り

、

も

っ

て

青

少

年

の

福

祉

の

増

進

に

資

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。 

（

定

義

） 

第

二

条 

こ

の

条

例

に

お

い

て

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

用

語

の

意

義

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。 

一 

青

少

年 

十

五

歳

に

達

す

る

日

の

翌

日

以

後

の

最

初

の

四

月

一

日

か

ら

十

八

歳

に

達

す

る

日

以

後

の

最

初

の

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

に

あ

る

者

を

い

う

。 

二 

保

護

者

等 

親

権

を

行

う

者

、

未

成

年

後

見

人

そ

の

他

の

者

で

、

青

少

年

を

現

に

監

護

し

、

か

つ

、

扶

養

し

て

い

る

も

の

又

は

青

少

年

の

配

偶

者

（

婚

姻

の

届

出

を

し

て

い

な

い

が

、

事

実

上

婚

姻

関

係

と

同

様

の

事

情

に

あ

る

者

を

含

む

。
）

で

あ

っ

て

、

当

該

青

少

年

を

扶

養

し

て

い

る

も

の

を

い

う

。 

（

東

京

都

の

負

担

） 

第

三

条 

第

一

条

の

目

的

を

達

成

す

る

た

め

、

東

京

都

は

、

区

市

町

村

が

本

条

例

に

定

め

る

要

件

に

従

っ

て

条

例

を

制

定

し

、

青

少

年

に

係

る

医

療

費

を

助

成

し

た

場

合

に

お

け

る

経

費

に

つ

い

て

、

当

該

医

療

費

助

成

額

の

総

額

の

三

分

の

二

に

相

当

す

る

額

を

負

担

す

る

。 

（

対

象

者

） 

第

四

条 

前

条

の

規

定

に

よ

り

、

区

市

町

村

が

条

例

を

制

定

し

て

行

う

医

療

費

の

助

成

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

者

（

以

下

「

対

象

者

」

と

い

う

。
）

は

、

当

該

区

市

町

村

の

区

域

内

に

住

所

を

有

す

る

青

少

年

又

は

当

該

青

少

年

の

保

護

者

等

で

あ

っ

て

、

青

少

年

の

疾

病

又

は

負

傷

に

つ

い

て

、

国

民

健

康

保

険

法

（

昭

和

三

十

三

年

法

律

第

百

九

十

二

号

）

そ

の

他

東

京

都

規

則

（

以

下

「

規



 

 

則

」

と

い

う

。
）

で

定

め

る

社

会

保

険

に

関

す

る

法

令

（

以

下

「

社

会

保

険

各

法

」

と

い

う

。
）

の

規

定

に

よ

り

医

療

に

関

す

る

給

付

が

行

わ

れ

る

も

の

と

す

る

。 

２ 

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

青

少

年

が

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

と

き

は

、

当

該

青

少

年

又

は

当

該

青

少

年

の

保

護

者

等

は

、

対

象

者

と

し

な

い

。 

一 

生

活

保

護

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

百

四

十

四

号

）

に

よ

る

保

護

を

受

け

て

い

る

と

き

。 

二 

規

則

で

定

め

る

施

設

に

入

所

し

て

い

る

と

き

。 

 

三 

児

童

福

祉

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

百

六

十

四

号

）

第

六

条

の

三

第

八

項

に

規

定

す

る

小

規

模

住

居

型

児

童

養

育

事

業

を

行

う

者

又

は

同

法

第

六

条

の

四

各

号

に

規

定

す

る

里

親

に

委

託

さ

れ

て

い

る

と

き

。 

（

医

療

証

の

交

付

） 

第

五

条 

医

療

費

の

助

成

を

受

け

よ

う

と

す

る

対

象

者

は

、

区

市

町

村

の

長

（

以

下

「

区

市

町

村

長

」

と

い

う

。
）

に

申

請

し

、

助

成

を

受

け

る

資

格

を

証

す

る

医

療

証

の

交

付

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

（

助

成

の

範

囲

） 

第

六

条 

区

市

町

村

は

、

第

三

条

の

規

定

に

よ

り

条

例

を

制

定

し

て

医

療

費

の

助

成

を

行

う

に

当

た

っ

て

は

、

青

少

年

の

疾

病

又

は

負

傷

に

つ

い

て

国

民

健

康

保

険

法

又

は

社

会

保

険

各

法

の

規

定

に

よ

り

医

療

に

関

す

る

給

付

が

行

わ

れ

た

場

合

に

お

け

る

医

療

費

（

健

康

保

険

の

療

養

に

要

す

る

費

用

の

額

の

算

定

方

法

に

よ

っ

て

算

定

さ

れ

た

額

（

当

該

法

令

の

規

定

に

基

づ

き

こ

れ

と

異

な

る

算

定

方

法

に

よ

る

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

場

合

に

お

い

て

は

、

そ

の

算

定

方

法

に

よ

っ

て

算

定

さ

れ

た

額

）

を

超

え

る

額

を

除

く

。
）

の

う

ち

、

当

該

法

令

の

規

定

に

よ

っ

て

青

少

年

に

係

る

国

民

健

康

保

険

法

の

規

定

に

よ

る

世

帯

主

、

社

会

保

険

各

法

の

規

定

に

よ

る

被

保

険

者

そ

の

他

こ

れ

に

準

ず

る

者

が

負

担

す

べ

き

額

を

助

成

す

る

。 

２ 

前

項

の

助

成

は

、

同

項

に

規

定

す

る

法

令

以

外

の

法

令

の

規

定

に

よ

っ

て

医

療

に

関

す

る

給

付

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

と

き

は

、

そ

の

給

付

の

限

度

に

お

い

て

行

わ

な

い

。 



 

 

（

助

成

の

方

法

） 
第

七

条 

医

療

費

の

助

成

は

、

医

療

証

の

交

付

を

受

け

た

対

象

者

が

、

病

院

、

診

療

所

、

薬

局

又

は

こ

れ

ら

に

類

す

る

も

の

（

以

下

「

病

院

等

」

と

い

う

。
）

に

対

し

て

、

医

療

証

を

提

示

し

て

前

条

第

一

項

に

規

定

す

る

医

療

に

関

す

る

給

付

を

受

け

た

場

合

に

、

助

成

す

る

額

を

区

市

町

村

が

当

該

病

院

等

に

支

払

う

こ

と

に

よ

っ

て

行

う

。 

２ 

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

区

市

町

村

長

が

認

め

た

場

合

は

、

助

成

す

る

額

を

対

象

者

に

支

払

う

こ

と

に

よ

り

医

療

費

の

助

成

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

。 

（

届

出

義

務

） 

第

八

条 

対

象

者

は

、

第

五

条

の

規

定

に

よ

り

申

請

し

た

事

項

に

変

更

が

生

じ

た

と

き

は

、

速

や

か

に

当

該

区

市

町

村

長

に

そ

の

旨

を

届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

（

譲

渡

又

は

担

保

の

禁

止

） 

第

九

条 

第

三

条

の

規

定

に

よ

り

区

市

町

村

が

条

例

を

制

定

し

て

行

う

医

療

費

の

助

成

を

受

け

る

権

利

は

、

譲

渡

し

、

又

は

担

保

に

供

し

て

は

な

ら

な

い

。 

（

助

成

費

の

返

還

） 

第

十

条 

区

市

町

村

長

は

、

偽

り

そ

の

他

不

正

の

行

為

に

よ

っ

て

、

第

三

条

の

規

定

に

よ

り

区

市

町

村

が

条

例

を

制

定

し

て

行

う

医

療

費

の

助

成

を

受

け

た

者

が

あ

る

と

き

は

、

そ

の

者

か

ら

当

該

助

成

を

受

け

た

額

の

全

部

又

は

一

部

を

返

還

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。 

（

経

費

交

付

の

条

件

） 

第

十

一

条 

知

事

は

、

第

三

条

の

規

定

に

基

づ

き

経

費

を

交

付

す

る

際

に

、

青

少

年

の

医

療

費

の

助

成

に

つ

い

て

必

要

な

範

囲

内

に

お

い

て

条

件

を

付

け

る

こ

と

が

で

き

る

。 

（

報

告

及

び

調

査

） 



 

 

第

十

二

条 

知

事

は

、

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

区

市

町

村

長

に

対

し

て

青

少

年

の

医

療

費

の

助

成

に

関

し

て

報

告

を

求

め

、

又

は

実

地

に

調

査

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

（

委

任

） 

第

十

三

条 
こ

の

条

例

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

こ

の

条

例

の

施

行

に

つ

い

て

必

要

な

事

項

は

、

規

則

で

定

め

る

。 

附 

則 

 

こ

の

条

例

は

、

平

成

三

十

一

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

 

（

提

案

理

由

） 

 

青

少

年

に

係

る

医

療

費

の

負

担

の

軽

減

を

図

る

必

要

が

あ

る

。 


